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研究学園 葛城地区について

• 平成17年8月24日TX開通に伴いまちびらき
• 従前：財団法人日本自動車研究所の周回コース

都市計画事業 研究学園都市計画事業 葛城一体型特定土地区画整理事業

施行者 独立行政法人 都市再生機構

事業期間 平成12年度～平成30年度 （居住開始は平成17年度以降）

面積 484.7ha（東京ドーム100個分）

画像出典：茨城県 画像出典：つくば市



研究学園 葛城地区の環境共生型まちづくり

まちの開発時：UR都市機構・葛城地区開発コンセプト「森と都市機能の調和から生まれる新しい暮らし方」
水と緑のネットワーク構想に基づき、地域資源（豊かな自然等）の活用、環境負荷低減の施策等により、
環境共生型のまちづくりが進められている。

●水循環システムの導入
開発エリア全域で雨水貯留浸透施設を導入（雨水
の水源かん養及び流出抑制により、下流域への負
荷を低減）

●省エネ・新エネ住宅の供給
『省エネ・新エネ対応住宅』を住宅仕様の条件

●現況の地形・溜め池を活用した
公園づくり

地形の保全し、既存の溜め池の活用等

●民有緑地の確保
民有地の豊かな平地林を保全

●大規模緑地の保全
地域の生態系保全のため、約14haの既存緑地を保全
（隣接連担する保健保安林とあわせると約21ha）

地区計画図出所：つくば市HP



住宅地のマネジメントの必要性

• 資産価値の維持

〈建物・固定資産の価値〉
完成時点から、時間の経過
につれ価値は劣化

〈景観要素の価値〉
住宅の植栽・公園のみどり等「景観要素」は、管理を
重ねていくことで価値が増大

建物や施設といったハードは老朽化しても、景観
の管理を持続していくことで、
まちの個性を育み、文化を作りあげる。

結果として、まちの住環境は向上していく

まちびらき 時間軸

まちの

資産価値

ただし、適切な管理をしなければ、
劣化した緑は逆効果も及ぼす。

NPO法人エリアマネジメント北鴻巣
「北鴻巣すたいる」を参考に一部加筆



本日お話する景観協定の住宅地の１事例：

名称 スマ・エコ シティつくば研究学園 街開き 平成25年12月

所在地 研究学園4丁目33番地 事業者 大和ハウス工業株式会社

用途地域 第一種低層住居専用地域 ／ 第一種住居地域 供給方法 建売

総開発面積・総戸数 51,419㎡ ／ 175戸 管理組合・自治会 団地管理組合法人 ／ 区会

敷地面積／延床面積 約180～約240㎡ ／ 約120㎡ 規制 等 本頁下部に記載

• 地区計画（研究学園都市計画葛城地区地区計画．つくば市決定）

• つくば市景観条例に基づく景観協定「スマ・エコシティつくば研究学園景観協定」

• つくば環境スタイル“SMILe”を具現化する住民主導の『サスティナブルコミュニティ』構想の推進に関する協定（つくば市、大和ハウス工業、NTT都市開発）

N

所在地
配置図

所在地

位置図 N

TX研究学園駅

※画像出典：国土地理院・地理院地図



景観協定 建築協定 緑地協定 地区計画

根拠法令等 景観法 建築基準法 都市計画法 都市計画法

制度の目的
地域の良好な景観形成 住宅地の環境、商店街

の利便の維持増進等
地域の緑地の保全と緑
化の推進

良好な環境の街区の整
備・開発・保全

定められる事項

建築協定、緑地協定で
定められる項目に加えて、
工作物、 き・さくの構造、
樹林地についての定め等

建築物の用途、敷地、
位置、形態、意匠、構造、
設備

樹木の種類、量、位置、
かき・さくの構造等

建築物以外に地区施設
（道路 公園等）、工作
物、かき・さくの構造、樹
木地についての 定め等

定められる区域
景観計画区域内 市域全域 都市計画区域内または

準都市計画区域内
都市計画区域内

手
続

策定主体 区域内住民による話し合いで決める（全員の合意） 権利関係者等の意見を反映させて
市長が決める（住民提案もあり）

合意形成 協定者全員の合意が必要 土地所有者等の3分の2以上かつ同意者の
所有面積が全体の 3 分の 2 以上

決定・認可権者 景観行政団体（市） 特定行政庁（市） 市町村（市） 市町村（市）

改廃手続 変更：全員の合意，廃止：過半数の合意 都市計画の変更手続

運
用

効力の範囲 協定の締結者（地権者が変更となっても承継される） 区域内全域

有効期間
5年以上30年以下 協定者が任意に設定

（一般的に10年）
5年以上30年未満 特になし

運用体制
（区域内で建築行為を

行う場合）

協定参加者の代表で構成される運営委員会によるチェック 市町村へ届出

強制力
（違反に対する措置）

計画不適合の場合は、上記委員会が違反工事の停止や是正措置を請求
措置をとらない場合は上記委員会が民事裁判で対応する

市町村により勧告

https://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/16/keikanruizi.pdf を基に作成

【参考】景観まちづくりに係る類似の手法



スマ・エコ シティつくば研究学園におけるエリアマネジメントの推進組織

• 区会とは？

⇒自治会のこと

• 管理組合とは？

⇒共有物などの維持管理する主体

• 景観協定運営委員会とは？

⇒本住宅地内での建物・工作物等の

設置にあたり、景観協定に適合するか

を審査する主体

区 会 管理組合 景観委員会

主な目的 コミュニティ形成 共有資産の維持管理 良好な景観の維持

加入者 居住者（賃借人も可） 土地建物の所有者 土地建物の所有者

設立根拠 規約
（任意団体：他区会の前例を参考とする）

規約
（区分所有法に基づく）

景観協定
（景観法・つくば市景観条例に基づく）

管理組合
管理規約

区会規約

スマ・エコ シティつくば研究学園では、住宅の売買
契約において、複数の規約を順守し、管理組合、
区会の一員となることを約束することとなる

区会 / 管理組合 / 景観委員会によりエリアマネジメントを推進

景観協定



〈スマ・エコ シティつくば研究学園団地管理組合法人〉

総 会

理 事 会

理 事 長

副理事長 理 事 理 事 監 事理 事理 事 理 事

管理組合 / 区会 / 景観委員会等の連動について

最高意思決定機関

業務執行機関

管理者、業務執行の代表者

会計担当
広報・書記
担当

ｺﾐｭﾆﾃｨ形成
担当

景観・環境
担当

管財・防災
担当

組 合 員

監査機関

選 任

管理業務
委託会社

審査業務
委託会社

区会（自治会） 景観協定運営委員会

連動
・審査代理 等

・会計業務
・管理組合
運営支援業務

審査代理



業務執行機関の連動

区 長 理 事 長 委 員 長

副 区 長 副 理 事 長 委 員

役員（防犯・防災担当） 理事（管財・防災担当）

役 員 （ 会 計 担 当 ） 理 事 （ 会 計 担 当 ） 会 計

役員（景観担当） 理事（環境・景観担当）

役員（行事担当） 理事（ｺﾐｭﾆﾃｨ形成担当）

役員（広報・書記担当） 理事（広報・書記担当）

監 査 監 事

〈  区 会 〉 〈 団地管理組合法人 〉 〈 景観協定運営委員会 〉

区長・理事長は、組織を代表し、一切の会務を総括する

長を補佐し、長に事故ある時はその任務を代行

集会所の予約管理、交通安全、防犯、防災活動等の施策を担当

支払・立替承認、区会口座の管理、会計状況の総会報告を担当

景観審査の窓口、まちの美化活動、環境施策を担当

区会で主催するイベントの企画等を担当

区会誌の発行、議事録作成、回覧板送付を担当

矢印は兼務を意味する
各組織体を連動させ、
組織運営の効率化を図る



共有地私有地公有地

N

〈公・共・私〉所有形態・管理方法が異なるみどりが存在

スマ・エコ シティつくば研究学園：共有地・公有地の該当箇所

共有緑地等（所有者：団地管理組合法人）

集会所（土地所有者：つくば市、建物所有者：団地管理組合法人）

歩行者専用道路（所有者：つくば市）

公園（所有者：つくば市）

街区内道路（所有者：つくば市）

〈凡例〉

各戸所有者敷地：道路境界から3ｍ以内「協定緑地」

公

共

私

隣接戸建街区

隣接戸建街区

集合住宅街区

集合住宅街区

N

0m 50m



啓発活動Ⅱ広報・PR活動 ①： ハンドブック作成

住民にとって，ルールを身近に感じてもらうこと
より深い理解を促すために

ルール等を図解したハンドブックを手作りで作成し
住民に配布する等の啓発活動

第1期 通常総会での質疑事項等を受け、
その対応として検討・作成・配布



啓発活動Ⅱ広報・PR活動 ②：区会誌「スマエコ通信」の発行



景観形成の取組み：景観パトロール

アナウンスだけでは景観協定の順守徹底ができない

住宅地内の景観協定適合性の確認巡検 景観協定運営委員会による申請状況の確認 巡検時の確認チェックシート（エクセルで手作り）
～景観協議の審査資料は別途～

景観協定運営委員会では、
区会/管理組合の会議の3回に1回（4カ月に1回程度）、理事会終了後
に景観パトロールを行い、景観委員会へ未申請の設置物有無の確認

多くをプロに頼むという方法もあるかもしれないが、
自分たちでできることは自分たちでやってみるようにしている



本住宅地の景観協定は主に管理組合理事らによって定期的な点検や景観の審
査を実施してきたが、これまでのところ小さな違反等に対し住民に是正を依頼するな
どのコミュニケーションで対応できており、大きなトラブルもなく運営できてきている。

基本に立ち返ると、景観協定それ自体も“手段”、そもそもその“目的”としては良好
な景観が保たれていることであり、さらに「“景観”は暮らしぶりが映し出された鑑」であ
ることを考えれば、住宅地の社会関係が良好であることが目指すところ。

まとめ
・ 本住宅地の景観協定：当初開発事業者による一人協定で設定
され、住民にとって入居時にセットされた状態であった
・ 住民自身が勉強会を重ね、合意形成の末に獲得したようなプロセ
スを踏んだ経験はない。景観協定、興味・関心を高めておくというレ
ベルからの啓発が必要

実践
・ 私有のみどりへの関わりを通じた住民の「日常的な」まちづくり
・ 管理組合による共有地のみどり等の維持管理
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